
イギリスの社会保障と介護者

論 説

イギリスの社会保障と介護者

三 富 紀 敬

はじめに

筆者は、かつて『イギリスの在宅介護者』(ミ ネルヴァ書房、2000年、1-625頁 )を世に問う

たことがある。拙著は、いくつかの書評でも指摘されたように(1)介護者のニーズに着日して要介

護者への支援とは相対的に区別される介護者支援について主張をするものの、その理論的な根拠

がやや不明である、(2)介護者への支援が介護者の「生活の質」を引き上げると主張しているが、

要介護者の「生活の質」とその引き上げとの関連についてもやや不明である、(3)出版された時期

とも関わつて、介護者の承認とサービスに関する1995年法並びに『介護者のための全国戦略』

(1999年 )については扱うものの、その後に制定された介護者と障害児に関する2000年法をはじ

めコミュニテイケアと保健に関する2002年法 (ス コットランド)、 介護者の均等な機会に関する

2004年法及び介護者の確認と支援 (プライマリーケア)に関する2006年法案について扱つていな

い、などの課題を抱える。

本稿は、拙著に寄せられたこれらの批判を念頭に置きながら介護者への支援について検討しよ

うとするものである。

1.介護者の発見とベヴァリジ報告の修正

介護者は、イギリスにおいて広く用いられる表現に従えばケアラー (carers)と 呼ばれる。イ

ギリスでもかつて用いられたこともあるケアテイカー (care―takers)あ るいはサポーター

(supporters)や アメリカで今日も広く使用されるケアギヴアー (caregivers,care― givers)な ど

の表現は、最近のイギリスに見ることはできない。また、これもアメリカにおいて一般に使用さ

れるフアミリー 0ケ アギヴァー (family caregivers)の表現も、イギリスにおいて確認されない。

アメリカでは、ここに示すようにケアギヴアーの前にフアミリーを付けて呼ぶ場合が一般的で

ある。これは、この国の政策担当者による造語である。フアミリー、すなわち家族が頭に付くか

らといってアメリカの介護者が、要介護者の家族から専ら構成されるわけではない。友人や隣人

もイギリスと同じように含まれる。この限りにおいてイギリスとの違いはない。フアミリーが頭

にあえて付けられた経緯は、以下のことにある。すなわち、介護者支援の一環としてのサービス

は、要介護者と同居する介護者に絞られ、重い介護責任を同じように担うとはいえ、要介護者と
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別の住居に住む介護者、それゆえに別の家族の一員としての介護者は、居住の条件をもって給付

の対象から外される。こうした給付要件を外す州は当初に較べるならば増えているとはいえ、依

然としてこれを求める州政府もなお存在する。用語の頭にフアミリーを付けてファミリー・ケア

ギバーと呼ぶことには、家族の責任を強調してサービスの受給を狭 くしようとする狙いが込めら

れている。イギリスにおいてファミリー・ケアギヴァーの用語が使用されることは、既に述べた

ようにない。ファミリー 0ケ アラー (family carers)の 用語が使用される場合もあるが、ごく稀

な例であり、それも民間人による使用に限定される。政府や自治体による使用の例は確認されな

い。してみるとイギリスにおける用語は、アメリカに較べるならば介護者の権利に照らして積極

的な意味を持つと考えられる。

ホームケアラー (home carers)の 表現が用いられる場合 もある。 これは、他の呼称

(domiciliatt care worker,support worker,independent li宙 ng assistant and care alYll髭 ピy)と 共

に介護サービスの現場において広 く用いられる職名の一種であり、かつてホームヘルパーと呼ば

れた在宅介護労働者 (home care workers)の ことである。介護者、すなわちケアラーとはサー

ビスの対価の無償性と有償性を基準に明らかに区別して使用される。

ケアラーの表現は、世界保健機構 (WHO)に おいてもケアギヴァーと共に広 く用いられる。

また、ヨーロッパ連合 (EU)からの研究資金を得てヨーロッパ23カ 国 (オ ース トリア、ベルギー、

ブルガリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、 ドイッ、ギリシャ、ハンガリー、

アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポル

トガル、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイスおよびイギリス)の介護者に関する調査

研究 (研究期間 2003年 1月 下2005年 12月 )を手がけた組織であるユーロファミケア (EUROF

A1/1CARE)は、ファミリーケアラー (family carers)の表現を用いる。見られるようにケアラー

の表現を用い、ケアギヴァーの表現を使用していない。イギリスにおける用語例の影響である。

ケアラー、すなわち介護者に最初の定義を与えたのは、雇用機会均等委員会 (Equal

Opportunities Conlmission,EOC)で ある。雇用機会均等委員会は、『高齢者と障害者の介護経験』

(1980年)と題する調査研究報告書の冒頭において以下のように述べる。「介護者は、病人や障害

者あるいは高齢者の世話に責任を負う成人として定義される」(lLこ の定義は、その後の調査研

究にも基本的に継承される。たとえば保健社会保障省 (Department of Health and Social

Secutty,DHSS)の要請に応えて実施された人ロセンサス調査局『世帯調査』(1985年 )は、ケ

アラーの表現を用いた上で、これらの人々が「病人や障害者あるいは高齢者の世話に責任を負う

ことから、特別の家族責任を持つ人々」0)であると定義する。

雇用機会均等委員会などの定義には、その後いくつかの検討が加えられる。第1に、障害者や

高齢者の世話に当たる人々は、サービス労働への対価の支払いを基準に考えるならば有償と無償
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とに区分されることから、介護者の範囲を無償労働 (unpaid care)の 担い手、すなわち、無償

のケアラー (inforrnal carers)に 限定する表現を盛 り込むことである。これによって有償のサー

ビスを担う人々、すなわちケアワーカーとの区別が図られる。無用の混乱は避けることができる。

第 2に、介護者の年齢階層は成人に狭く限定されない。その後の調査研究は、介護を担う児童

(young carers)の 存在とその広がりとを明らかにする。これは、その後イギリス国内に限って

もイングランドはもとよリウエールズとスコットランドにおいても実施された『国勢調査』2001

年版をはじめとするいくつかの調査によっても確かめられる。介護者の定義に当たっては、これ

らの成果に促されて年齢階層を成人に狭く限定しない。第3に、介護者と要介護者との家族関係

は実に幅広いという事実に照らして、介護者の定義に当たってこれを要介護者の家族構成員であ

るといかにも狭く把握するわけではない。介護者が要介護者の友人や隣人、兄弟姉妹あるいはパー

トナーである場合も考慮に入れながら定義される。

これらの検討を経て全国統計局『世帯調査』2000年版は、介護者を以下のように定義する。す

なわち、介護者は「長期の身体的あるいは精神的な疾患もしくは障害、ないし高齢に由来する諸

問題を抱える人の世話に当たることから追加的な責任を負う者である」(3)。 さらに、全国統計局

『国勢調査』2001年版は前年に実施された『世帯調査』の定義を継承しながら、より明確な定義

を与える。「長期の身体的あるいは精神的な疾患もしくは障害、ないし高齢に由来する諸問題を

抱えることから家族や友人、隣人もしくは他の人に何らかの援助を与えるならば、彼女もしくは

彼は無償の介護の提供者である」(4)。 この定義には、先の3つの検討課題が全て周到に生かされ

る。雇用機会均等委員会によつて与えられた初めての定義は、その21年後に理論的にはもとより

実際的にも完成度の高い姿を示すのである。

全国統計局によるこの定義は、イギリスにおいて広く利用される社会政策の教科書におけるそ

れ 5)と も重なり合う。また、英国介護者協会 (Carers lIK)に よる定義(6)と も内容の上で重なる。

介護者の定義は、理論的に正しいかどうかという優れて調査研究上の課題であるに止まらない。

それは、介護者の生活にとつて実際上の利益を左右する。介護者の権利が時代と共に法的に認め

られるにつれて、介護者の範囲をどのように定めるかが常に問われる。要介護者の家族だけを介

護者として法的に認知するならば、優れて自発的に重い介護を担う友人や隣人あるいはパートナー

でさえも、要介護者の家族ではないという理由だけをもって法律の適用を受けることができず、

結果として権利の行使はなされない。就業と家族に関する2006年法案の国会における討論でも論

点の一つとして登場した事柄である。

雇用機会均等委員会による定義に始まるその後の議論は、介護者の利益を第一義的に考慮に入

れながら介護者の実際に即して広く把握するという結論に至るのである。

イギリスの介護者は、この国におけるケアラーの定義に照らすとき日本の介護者といくつかの
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点において異なる。まず、それは、要介護高齢者の世話に当たる人々に限定されない。日本の介

護者は、介護保険制度を巡る議論と制度化の内容もあってもっぱら高齢者の日常生活上の援助に

携わる人々に狭く限定され、障害児はもとより障害者の世話に当たる人々を含まないことが多い。

こうした事情は日本に特有であって、イギリスには無縁である。また、介護者は要介護者の家族

に狭く限定されない。全国統計局の定義に示されるように友人や隣人あるいは他のパートナーで

あることも少なくない。ここに言うパートナーには、婚姻に当たって法的な手続きを取らない事

実婚の当事者も含まれる。また、要介護者と同居をしながら世話に当たる同性の介護者も含まれ

る。いずれも家族形態の多様化として論じられる事情の一環である。介護者ではなくあえて家族

介護あるいは家族介護者と表現することの少なくない日本の事情、とりわけ日本の行政機関の事

情に比べるならば、これもイギリスにおける特徴のひとつである。さらに、介護者には成人となら

んで児童が含まれる。介護を担う児童は、日本においても同じように存在するにもかかわらず、こ

の存在自体が日本において残念ながら意識されていない。これも両国における相違のひとつである。

さて、介護を日本においても定義されているように要介護者の日常生活上の援助としてひとま

ず理解をするならば、こうした行為は、拙者において述べたよう(7)に 11世紀の初頭にも既におこ

なわれていたことを、イギリスのあまりにも有名な小説家の作品や児童の歴史に関する研究を通

して知ることができる。

不朽の名作を数多く残した小説家C。 デイケンズ (Charles Dickens,1812-1870年 )の作品を例

にとろう。ディケンズの円熟期の作品『リトル・ ドリット』(Little Dor血 ,1857年 )を ひもとく

と、登場人物 (エイミー)が、「小さな母親」 (little mOther)の 役割を負い、幼い頃から彼女の

家族のためにかいがいしく働いているさまを読み取ることができる。リトル・ドリットは当時13

歳、弟や妹にとつては家政婦であり母親である。父は、当然に持っていてしかるべき父親として

の資格を初めから欠いている。父は負債を抱えて逮捕され、マーシャルシー (Marshalsea)債

務者監獄へ連れていかれる。エイミーは、不運な家族の年長児として働くのである。作品には、

彼女の抱いた不安やつらさが描かれている。

イギリスの著名な小説家であり詩人でもあるT。 ハーデイー (Thomas Hardy、 1840-1928年 )

の最も優れた作品『ダーバーヴィル家のテス』(Tess of the D'Urbervilles,1881年 )か らも、在

宅介護を担う児童の姿を知ることができる。女主人公のテスは、飲んだくれの父親と子沢山の生

活に追われる母親のもとに育つ。彼女は10代で父親を失う。彼女は、 7人の子供を育てるのに苦

心する母親のもとで、いわば母親代わりの役割を担う。彼女は、自らの苦労を忘れて母親の役割

を担うと共に病気を患う母親の介護も手掛ける。

小説に描かれたこれらの姿は、児童の歴史に関する研究成果によっても確かめることができる。

児童は、ある女性研究者によると両親の一方もしくは双方の死亡と共に弟や妹たちの介護を親に
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代わって背負う。11世紀初頭のことである。13世紀に至っても、平均寿命は30歳ほどである。幼

少期を過ぎた児童は、連れ合いを失つて悲しみにくれ過度の負担にも悩む母親を助けて、家族構

成員の世話を引き受ける。リンカーンのヒュー少年 (Sto Hugh of Lincoln)の 事例が、この女性

研究者によって紹介されている。ヒュー少年は母親を早くになくす。ヒユー少年は、父親の老齢

化と共にその一身を父の介護に捧げる。父親の手を引いて一緒に歩き、衣服の着脱と入浴の介助

もおこなう。ベッド・メイクも手がける。父親が加齢と共に一段と弱々しくなった時に、ヒュー

少年は、父親の食事を作るばかりか食事の介助さえも手がける。

ところで、ベヴァリジ報告『社会保険および関連サービス』(1942年 )が戦後の社会保障制度

に与えた影響は、改めて言うまでもなくいかにも大きい。この国の社会政策に関する教科書が、

一つの例外もなしにベヴアリジ報告とその影響に多くの頁をさいていることは、そのごく一例で

ある。しかし、ベヴァリジの視野に介護者の姿とそのニーズは存在しない。ベヴァリジは、社会

保障へのニーズが生じる8つの根本原因として失業をはじめ労働不能、生計手段の喪失、老齢退

職、女性の結婚、死亡に伴う葬祭費、16歳 までの児童及び疾病もしくは心身障害をあげ、このう

ち最初の7つの原因に対しては失業給付をはじめとする所得保障、ならびに、最後の1つの原因

に関しては居宅あるいは施設での医療サービスと治療後のリハビリテーシヨンの制度化をもって

対応する、と提言する(8)。 これらの所得保障とサービスの他には、明快な説明を施して制度化を

退ける。たとえばベヴァリジは、包括的な保健サービスの一環として「主婦に家政婦サービスを

提供するような手段をあたえるべき」ではないかと自らに問いかけた上で、「しかし、これを必

要とすることはほとんどないように思われる」。なんとなれば「隣人や家族の援助によつて、そ

のような事態に対処するべきだからである」(9)と して、主婦の病気治療に伴う家政婦サービスの

提供について、これを不用と断じて退ける。戦時経済の進行とともに家事援助サービスが広がり

を見せたことを思い起こすならば、この議論は、やや一貫性に欠けるのではないかと考えられな

いわけではない。しかし、戦時経済の置かれた状況こそ異常であって、平時においては隣人や家

族の援助による対処を当てにすることができる。ベヴアリジはそのように考えたのである。

ベヴァリジは、主婦への家政婦サービスに関する論述からうかがい知ることができるように家

事や介護を既婚女性の中心的な役割のひとつと見なす。既婚女性による家事や介護を社会保障に

包括される事故のひとつとして捉えることは、ベヴァリジにとつて社会の規範に関わる事項とし

て退けられる。既婚女性が病気のために家事や介護を担うわけにいかない場合でさえも、ベヴァ

リジは、隣人や家族による役割の代替を社会の規範として要求する。未婚女性についてはいかが

であろうか。ベヴァリジは、未婚女性による家事や介護を社会政策の視野にそれとして納めるこ

ともない。未婚の介護者は、S.ボールドウイン (Saly Baldwin)が実に的確に述べたl101よ うに

ベヴァリジにとって見えぎる存在である。
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ベヴァリジの見地は、その名を冠した報告書の出た当時に格別珍しいことではない。なんとな

れば『働く女性―戦後の就業に関する働く女性の態度と諸問題一』(1944年 )あ るいは『女性と

工業』(1948年 )と題して公刊された女性労働に関する調査研究0に 目を通す限り、介護者に関

する調査の項目はいささかもない。介護とその影響が女性の就業に関する調査に初めて顔を見せ

るのは、これらの2つの調査研究からおよそ20年後のことである。A.ハ ント (Audrey Hunt)

の手になる1965年 の調査研究がそれであるl121。

家事や介護を既婚女性の中心的な役割のひとつであると見なすベヴァリジの考えは、戦後も根

強く受け継がれる。しかし、家族形態の変化や人口の地域間の移動が、既婚女性をはじめとする

女性の役割とその遂行に避けがたい揺らぎをもたらしたことも、否定しがたい。既婚女性に従来

と変わりのない介護の役割を期待するために、これを声高らかに歌い上げるだけではなく、何ら

かの政策的な支援が調査研究を通して模索され提案されることになる。

B.E.シ ェンフィールド (BoEeShenfield)『高齢者のための社会政策一英国における高齢者

のための社会サービスに関する検討―』(1957年 )は、高齢者のための家族介護と題する項を独

自に設けて実証的に検討しながら、政策の方向を探った初期の作品である。高齢者の家族介護は、

著者によれば若い世代に非常に大きな負担をかける。家族責任を負う女性は、そうした地位にあ

るがために既婚と未婚とを問わず彼女自身が病気を患うことも珍しくない。休日を定期的に享受

することはもとより、屋外における活動への参加もしばしば妨げられるl131。 そこで、「ごく僅か

な家事援助サービスを提供するならば、高齢者は自宅で暮らすことができ」l141、 これが、介護施

設などへの入居に比べるならば最も安上がりの方法であるとして、地方自治体や民間非営利団体

の担う家事援助サービスの提供について提言をする。女性が家族責任をまっとうするわけにいか

ない場合に限っての家事援助サービスに関する提言である。

P.タ ウンゼント (Peter TOwnsend)は、ロンドン東部における調査を拠り所に家族による

介護を当てにすることのできない高齢者への家族支援サービスについて提言するl151。 家族による

介護は、女性の近親者に担われる。男性が家族のために家事や介護を担うこともないわけではな

い。しかし、それは、男性の年齢階層に関わりなく至って稀であり、女性の近親者が全く居ない

か、あるいは居たとしても遠くに離れて居住する場合に限られる。介護が家族によっておこなわ

れるならば、公的なサービスヘの需要はおのずと乏しい。問題は、子どもとりわけ娘の居ない高

齢者の存在であり、娘と遠く離れて暮らす高齢者の場合である。包括的な家族支援サービスが求

められる所以である。そうすれば一人暮らしの高齢者が介護施設に入居することも防止される。

P.タ ウンゼントは、B.E.シ ェンフィールドと全く同じように女性による無償の介護に大

きな期待を寄せる。かかる期待は、高齢者を看る家族とあわせて精神障害者の介護に携わる家族

にも視野を広げて検討したR M。 モロニー (Robert MoMOrOney)な どによっても表明される
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l161。 介護者とそのニーズについて論ずる姿勢は、そこにはない。 C。 アンガーソン (Clare

Ungerson)な どのフェミニストたちがこれらの議論に対して後に強い批判を寄せるのもl171、 P.

タウンゼントなどの議論の内容に照らして自然の成り行きである。

介護者の置かれた状態に着目をしてそのニーズヘの政策的な対応を模索する動きは、1960年代

初頭以降に現れる。いずれも精神障害児や精神障害者とその家族に関する調査研究の産物である。

要介護者を抱えることに由来する労働力率と生活水準の判然とした低さはもとより、その一環と

しての厳しい住宅条件、自宅における介護時間とその長さに由来する社会的な接触の乏しさと社

会的な孤立感などが分析され、介護を担う家族の公営住宅への入居をはじめ家事援助による介護

者の自由時間と休息機会の確保、所得保障の制度化、介護の方法などに関するサービスの提供お

よび介護者同士の交流機会などについて提言するl181。 これらの調査研究は、家族による介護、正

確に言えば女性による介護を至極当然の生業と認識することから出発するがゆえに、これを政策

的な支援の対象として救い上げることのなかったP.タ ウンゼントなどの議論と明らかに異なる。

1960年代初頭からの提言は、雇用機会均等委員会にも発展的に継承される。雇用機会均等委員

会は、障害者に加えて高齢の要介護者とその家族にも調査研究の視野を広げながら、介護者への

支援 (Cares for the carers)と いう表現を初めて用いた上で、体系的な勧告をおこなうl191。 1982

年のことである。勧告は、介護者へのサービスと就業条件および所得保障の3つの分野に及び、

合計17の項目から構成される。

まず、介護者へのサービスについてである。(1)慢性疾患と障害者に関する法律の1970年 におけ

る完全施行と充分な資金の地方自治体への配分がおこなわれなければならない。(2)虚弱な高齢者

や病人あるいは障害者を抱える世帯への援助は、介護者の性別に関わりなく等しくそのニーズに

沿っておこなわれなければならない。(3)自 治体は介護者のニーズを考慮しなければならないので

あって、用意されるサービスに関する情報と助言とを介護者に提供する義務を負う。に)自 治体は、

介護者への代替サービスの積極的な調整をおこなわなければならない。この介護代替サービスは、

介護者の求めに応じて給付される。(5)在宅サービスは、要介護者のニーズに対応して大幅に拡充

されなければならない。(6)自 治体は、全ての種類の住宅ニーズを充足する責務を負う。(7)介護の

作業を容易にする設備や器材は、介護者に無料かつ容易に貸与されなければならない。(8)介護者

は、一人での移動が不適当であると医学的に証明された要介護者に付き添う場合に、交通機関の

乗車割引の権利を付与されなければならない。

さらに、介護者の就業条件の改善についてである。(1)労働者は要介護者の診察に同伴するため

の有給休暇の権利を認められてしかるべきである。(2)労働組合は、危篤状態の配偶者もしくは近

親者を抱える労働者のための特別休暇に関する労働協約の交渉をおこなわなければならない。(3)

長期にわたる無給の介護休暇が制度化されるように検討されてしかるべきである。(4)労働組合は、
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要介護者を抱える労働者の負担を考慮して労働時間の弾力化に向けた交渉に乗り出してしかるベ

きである。

最後に、介護者への所得保障の改善である。(1)介護者手当 (Carers A1lowance)は 、既婚女性

と事実婚の状態にある女性をも直ちに適用対象に加えなければならない。(2)介護者手当は、要介

護者の死亡後においても一定の期間継続して支給されなければならない。(3)こ の手当ての金額は、

将来的には補足給付 (Supplementary Beneit)の 長期レートに等しい水準に引き上げられなけ

ればならない。(4朕養親族手当 (Dependent Relatives'A1lowance,DRA)な どの諸手当は廃止さ

れ、これによって節約可能な財源は、介護者を対象にする手当の原資として利用されなければな

らない。(5)介護者を対象にする手当が、要介護者の福祉に主たる責任を負う全ての介護者に非課

税かつ無拠出の所得保障として支払われなければならない。

雇用機会均等委員会の提言は、その体系性において他に例を見ない。同時に、介護者への支援

に関する提言は、雇用機会均等委員会のそれを拠り所にしながらその後もおこなわれ、一段と拡

充される。提言の内容に即して考えるならば、それは2つ に大別される。

そのひとつは、雇用機会均等委員会の提言に全面的な賛意を表した上で、これを発展的に継承

する内容である。こうした試みには、実に多くの研究者が加わる。P.ウ イルモット (Peter

Willmott)は 、介護者をできうる限り早い時期に発見してそのニーズに機敏に対応しなければな

らないとする001。 家事援助などの実際的な援助に加えてカウンセリングを踏まえた情緒的な支援

の重要性についても述べる。前者が要介護者を直接の対象にするのに対して、後者は介護者を給

付の対象にするサービスである。このうち後者の介護者の情緒に関わる支援については、M.ニ

セル (Mttel Nissel)や D.チ ャリス (Da宙d Challis)な どもその必要性を論じながら提起する

1211。 また、J.ルイス (Jane Lewis)は 、一般開業医 (GP)を はじめとする専門的な援助者

(professiOnal helpers)|こ よる介護者への支援の重要性を指摘するの。専門的な援助者は、職務

上の位置と権限に照らして介護者の早期の発見や情緒的な支援はもとより家事援助などの実際的

な支援をおこなう上で、枢要な位置にあるからに他ならず、このことに着目しての提言である。

さらに、A。 リチャードソン (Ann Richardson)は 、介護者への支援に当たってその民族的

かつ宗教的に多様な存在に正当な工夫が払われるように求めるの。雇用機会均等委員会がもっば

ら社会的な性差に注目するのに対して、A.リ チャードソンは、新たに介護者の人種や民族に対

する深い考慮を求めるのである。ニーズのアセスメントとサービスの給付に当たつて人種や民族

に無頓着であり続けた社会サービス部の根深い姿勢に対する批判である。そうした姿勢を介護者

へのサービスに即して改善するように求めるのである。氏は、介護者への諮問を通したサービス

の設計についても提案する。これも雇用機会均等委員会の提案には盛り込まれていなかった全く

新しい内容の提案であり、その後計画策定過程における介護者の参加として政策的に論じられる
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ことになる内容に関する初めての提案である。提案はこれらを含む合計10項 目におよび、これを

介護者憲章と命名して公表される。ちなみにA.リ チャードソンの提案は、エイジコンサーン

(Age Concern)な どの民間非営利団体から構成される全国無償介護フォーラム (National

lnfo.111」 Carlng Forum)の 発議に沿って実施に移された事業計画の産物である。

G。 ダリ (Ginian Daley)は 、介護者が介護と有償労働とを両立することができるように介護者

手当の所得要件の引き上げを求めると共に、有償労働から長期にわたつて遠ざかざるを得なかっ

た介護者の老齢年金についても全く新たに提言をおこなう②。

S。 ベッカー (Saul Becker)他 は、介護者の支援に関する政府や地方自治体の動きを注意深

く見守りながら、一段と包括的な提言をおこなう251。 それは、介護者と要介護者へのサービスお

よび所得保障の2つの分野にまたがる合計14の項目からなる。

(1)家族への支援は、介護者の存在を理由に差し控えられてはならない。(2)重い介護責任を負う

ことから終日要介護者の世話に当たる介護者には、少なくとも6ケ 月ごとにアセスメントをおこ

なわなければならない。(3)自 治体社会サービス部と保健局は、アセスメントをおこなう体制と手

続きを確立しなければならない。(411■会サービス部は、介護者による休息機会の享受に向けた包

括的なネットワークを整備しなければならない。(5)社会サービス部は、緊急時の休息サービスを

全国規模で確立するための責任を負う。(6)介護者が自らの権利としてサービスを受けることがで

きるように、急いで新 しい法律が制定されなければならない。(7)介護者への現金支払い制度

(carers pttment scheme)を 新しい法律の制定に沿つて急いで創設し、これによつてサービス選

択の原資となる現金を介護者に直接支給するべきである。(8)全ての社会サービス部は、要介護者

への現金支払い制度を拡充しなければならない。(9)介護者へのサービスの拡充は優先事項として

扱われ、これに要する資金が手当てされなければならない。l101介護者へのサービスは、料金の支

払い不能を理由に拒否されてはならない。al141L会 保障制度は、介護者と要介護者に十分な水準の

手当を用意してしかるべきであり、これによつて介護者が尊厳のある生活を営むことができるよ

うにしなければならない。l121介護者が社会サービスはもとより医療サービス、住宅サービス、交

通手段および諸手当などに関する情報をlヶ所で入手して、必要な手続きをそこでおこなうこと

ができるように、ワンス トップ 0シ ョップ (one―stop shop)の 拡充を進めなければならない。

l131介護者と要介護者に提供される情報の内容とその伝達方法が改善され、これによって介護者な

どが、その諸権利を充分に理解することができるようにしなければならない。l141ア セスメントは、

社会サービスと医療とでかなりのところ重複していることから、これらの効果的な統合が図られ

てしかるべきである。

S.ベッカー他による提言は、見られるように介護者への支援の進展を注意深く見守りながら、

その一段の発展を念頭におこなわれたものである。
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さて、いまひとつの流れは、雇用機会均等委員会による提言の多 くに賛同しながらも、介護者

への手当に限つて強い疑念を呈する議論である。C.ア ンガーソン (Clare Ungerson)は 、介護

者に直接に支払われる手当もしくは「介護のための賃金」は、殆んどの介護者が女性から構成さ

れることを考えるならば彼女たちを介護に拘束しかねず、このために女性の労働市場からの引退

を促す結果になるとして、介護者への所得保障に批判的な態度を取る261。 所得保障に代わつて必

要なことは、要介護者が自立する生活を送るに値する介護施設や在宅サービスの整備であり、こ

れらに加えて介護者への休息の保障であると主張する。介護者へのサービスについて特段新 しい

提言は、おこなっていない。

雇用機会均等委員会の提言に対する2つの異なる対応は、その後の介護者への支援の動きに照

らすとき、どちらが政策の次元において採用され、どちらが退けられたであろうか。それは、雇

用機会均等委員会の提言を発展的に継承する議論が政策として徐々に採用され、他方、かかる提

言の一部に限られるとはいえ強い疑念を呈した議論の不採用という結果である。正確に言えば疑

念を含む議論の全体が退けられたわけではない。介護者への所得保障の廃止ないし縮小という政

策上の提起に限つて、退けられたのである。このように考えると雇用機会均等委員会による1982

年の提言は、広く発展的に継承されたと評することができる。82年 の提言に含まれる内容の一部

は、C.ア ンガーソンによっても積極的に継承されるからである。

A.リ チャードソンが雇用機会均等委員会の提言を継承しながら介護者憲章としてこれを公表

したことは、既に述べた。この憲章は、英国放送協会 (BBC)の「誰が介護をするか」と題す

るテレビ番組 (1991年 4月 9日 に第1回放送)において紹介されると共に、協会の介護者向け出

版物にも再録されてのさらに広く知られるようになる。これらの動きも、雇用機会均等委員会の

提言が継承され、その影響力を時代と共に広げたことの間接的な例証である。

1960年代初頭に始まる政策提言は、その後いかなるサービスや所得保障として実を結ぶであろ

うか。簡単にでも述べておきたい。

保健省は、介護者にいかなるサービスを届けるならば最も効果的であるのか、介護者への支援

の形態について探るためにイーストサセックス州 (East Sussex)を含む3つの自治体 (サ ンド

ウエル市、Sandwell、 ストックポート市、Stockport)を 対象に介護者支援事業を始める。1986

年に開始され88年 まで継続された3カ 年の事業である。

取り組みは、法制度の変更を伴う。障害者に関する1986年法は、介護者に関する最初の法令で

ある。この86年法によれば要介護者のニーズのアセスメントに当たつて介護者による介護の継続

可能性に考慮を払わなければならない。これは、介護者のニーズの重要性とこれを要介護者への

サービス給付の際に考慮する必要性について、初めて承認したものである。しかし、86年法にお

ける文言は「 巨常的に介護を提供し続ける他の人物」である。介護者という表現は、法令上の用
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語として採用されていない。グリフイス・レポート (Griith Report)と して知られ、社会サー

ビス担当大臣に提出された文書『コミュニテイケア』(1988年 )は、無償の介護者への支援に失

敗するならば介護者自身の生活の質を貶めるに止まらず、要介護者のそれをも低下させるとして、

アセスメントに際して介護者のニーズをも考慮に入れるよう求める981。 これは、介護者自身の生

活の質に視野を広げることに示されるように、86年法の規定を発展的に継承したものである。

介護者という用語が法的にも認知されるのは、国民保健サービスとコミュニテイケアに関する

1990年法においてである。介護者の承認とサービスに関する1995年法は、介護者にアセスメント

請求権を認める。95年法は、コミュニテイケアに関する一連の法律の中で介護者の役割を完全に

認めた最初の法律である。保健省『介護者のための全国戦略』(1999年)は、「介護者が介護役割

を担うことができるように援助する」ことをその目的として示すと共に、あわせて介護者が自ら

の生活をより選択的に設計することができるように、「介護者を個人として認めてサービスを提

供する」09こ とも、いまひとつの欠かすわけにいかない目的のひとつに加える。これらの2つの

目的のうち前者は、86年法と90年法に既に認められる内容の継承であり、後者は、全く新たに加

えられその後の追加的な法制化に連なる内容である。

95年法は、介護者にアセスメント請求権を初めて認める。しかし、介護者へのアセスメントの結

果に照らして考慮されるのは、要介護者へのサービスとその改善である。介護者は、これによつ

て重要であるとはいえあくまで間接的な利益を享受するにすぎない。しかも、自治体は、介護者

へのアセスメントに続くサービスの提供を義務付けられていない。これらの限界は、介護者と障

害児に関する2004年法によって克服される。2004年法は、介護者へのアセスメントの結果に照ら

して要介護者に対するサービスとその改善はもとより、介護者を直接の対象にするサービスの給

付にも新たに道を開く。自治体は、要介護者へのサービスの拡充と介護者への直接的なサービス

給付の双方もしくは一方の決定を、介護者へのアセスメントの結果に照らして迫られる。さらに、

介護者の均等な機会に関する2004年法は、アセスメント請求権を介護者に知らせる義務を自治体

の法的な責務のひとつとして新たに加える。アセスメントは、介護者が障害児の世話を継続する

ことができるかどうかに止まらない。それは、労働もしくは求職の意思および生涯教育と訓練あ

るいは余暇活動への参加の意思についてもおこなわれる1301。 アセスメントとして実施される内容

の拡充は、『介護者のための全国戦略』に示される目的の完全な具体化である。介護者による介

護の継続可能性に止まることなく、彼女や彼の求職と教育訓練に関するニーズにまで視野を広げ

ていることに注目するならば、2004年法は、労働市場から退かざるを得なかった介護者の労働力

率の上昇 とその条件の形成にも、政策手段の法的な枠組みを初めて用意 したということができ

る。

スコットランドにおいては、『介護者のための全国戦略』に続いて『国民保健サービスの介護
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者情報戦略』が公表される。2004年のことである。

要介護者への応急的な対応を理由にする休暇の権利は、就業諸関係に関する1999年法によつて

認められる。この休暇の権利は、法令上は無給の扱いである。しかし、労働者は障害児をはじめ

配偶者、両親あるいは友人はもとより事実婚を含むパートナーの介護を担う場合にも、この権利

を行使することができる。友人やパートナーの介護を担う場合にこの権利を認めたことは、介護

者への支援に関する提言の正当性を追認する行為であると言い換えることもできる。

6歳以下の児童もしくは18歳以下の児童を持つ両親は、就業に関する2002年法によつて少なく

とも26週以上の勤続を重ねるならば在宅勤務やパートタイムを含む弾力的な働き方の権利を行使

することができる。この権利は、就業と家族に関する2006年法によつて仕事を持ちながら18歳 を

超す要介護者の世話に当たる他の介護者にも拡張される。

介護を担うために離職を余儀なくされた女性を対象に年金保険料の納付猶予が認められるの

は、1967年のことである。介護を担う女性の経済的な窮状に配慮を加えた措置である。

介護者手当は、障害者介護手当 (hvalid Care A1lowance,ICA)の 名称のもとに1976年 に制度

化される0⇒。未婚の介護者に直接支払われる手当である。この適用が既婚女性にも広げられるの

は、欧州裁判所 (European Court of Justice)の 判決が出された1986年である。手当の制度化か

ら10年後、雇用機会均等委員会の提言から4年後の改正である。この年の6月 には、1984年 12月

にさかのぼって適用される。手当の水準も改善される。支給は、雇用機会均等委員会の提言から

間接的に推察されるように要介護者の他界と同時に打ち切られていたものの、その後要介護者の

死亡後 8週間まで延長して給付される。申請は65歳を超す介護者にも道が開かれる。これらの期

間と年齢の拡張は、いずれも2002年 2月 28日 以降におこなわれた措置である。障害者介護手当は、

翌2003年 3月 1日 からその名称を介護者手当に変更される。

1967年に初めて着手された介護者への支援は、このように年を追いながらその領域を広げる。

それは、所得保障として制度化されたことに続いて介護者の持つニーズの考慮へと広がる。アセ

スメントの結果は、当初要介護者に対するサービスの改善として、次いで介護者を直接の対象に

するサービスとその充実としても活用される。アセスメント請求権は、要介護者の権利に止まる

ことなく介護者のそれとしても認められる。最後に、介護者の継続的な就業と就業機会の拡大に

向けた支援も登場すると共に、その適用対象を広げる方向で改善が加えられる。

保健省社会サービス検査官 (Social Service hspectorate,SSI)が 、1994年 から95年にかけて

自治体の介護者支援に関する全国的な検査を初めておこない、その結果を95年に公表したのは、

自治体の1980年代中葉以降における介護者支援の流れと蓄積を読み取った上で、その後の拡充を

意図してのことである。

ベヴァリジの社会保障計画は、よく知られるように国民とそのニーズの考慮に始まる。すなわ
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ち、社会保障に対する国民の根本的なニーズの考慮である。ベヴアリジは、国民を被用者とその

他の有業者など6つの部類 (他 に主婦、その他の労働年齢にある者、労働年齢に達しない者、労

働年齢をすぎた退職者)に区分した上で、失業給付と労働不能給付あるいは老齢退職年金などか

らなる社会保障規定を構想する。そこに、介護者に関する独自の区分とこれを対象にする所得保

障制度はない。

1967年以降に開始される介護者への支援は、ベヴァリジによる構想の修正に道を開く。社会保

障は、ベヴァリジに従えば所得保障を意味する。そこで介護者支援の中では介護者手当が、その

名称に示されるように介護者を独自の対象にする社会保障である。ベヴァリジの構想は、介護者

手当の登場、すなわち1976年 を以って修正されたのである。構想の提示された1942年から譴年後

の出来事である。この手直しは、時代と共に広がりを見せる。介護者は、この国の社会保障はも

とより広く社会政策に確たる地歩をようやくにして築くのである。介護者の問題が「忘れられた

女性たち」と題して初めて雑誌 (『 フェデイラシオン・ニュース』、Federation News,10巻 2号、

1963年 5月 )に掲載された時から数えると、13年のち以降のことである。

2.社会保障に対する―般的な二…ズと介護者

ベヴァリジは、社会保障に対する根本的なニーズは、「一般的かつ一様なニーズで」021あ って、

だからこそ強制保険、すなわち社会保険の対象に適すると指摘する。社会には「一般的かつ一様

なニーズ」の他にも「多くのニーズや危険」が存在すると認めた上で、それは任意保険の対象で

ある。社会保障計画は、均一額の最低生活費給付をはじめとする6つの基本原則 (他 に均一額の

保険料拠出、行政責任の統一、適正な給付額、包括性および被保険者の分類)に沿って構成され

る社会保険を基礎にし、その補足的な方法として国民扶助ならびに任意保険と結びつくことによつ

て「どんな事情のもとでも窮乏を不要なものにすることをそのねらいとしているのである」1331。

このように指摘する。国民扶助は、その資力に照らして不本意ながら均一額の保険料を拠出する

わけにいかないことから、社会保険の受給資格を手にしえない階層を念頭に置く。

かつてD。 チャリスは、主な介護者の多くが自らもクライアントであると述べたことがある1341。

D。 チヤリスは、この調査結果を拠り所に介護者に対しても一層優先的に実際的な支援を保障し

なければならない、と提言する。この提言がグリフイス報告の基調に据えられることを通して、

イギリスのコミュニテイケア政策に大きな影響を与えたことは、既に日本においても知られる。

介護者は、クライアントと認知されることから政策の対象として登場するのである。

介護者が社会保障と社会政策の対象であると主張をするためには、ふたたびベヴアリジの表現

を借りるならば介護者のニーズが「根本的」あるいは「一般的」なそれであることを示さなけれ

ばなるまい。
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介護者はどの程度の規模に上るであろうか。この問いに最初に答えたA.ハ ントは働 く女性の

10人に 1人、働いてはいない女性の 8人に 1人が高齢者や障害者の世話に当たっている、と述べ

たことがある00。 1965年 の指摘である。これは、みずから手がけた就業女性に関する調査から導

かれた結果である。しかし、介護者は、この当時といえども一方の性、すなわち女性に専ら担わ

れていたわけではない。それゆえにA.ハ ントは、介護者全体の規模について指摘をしたもので

はない。その後、雇用機会均等委員会は、障害者の規模を150万人と推計 した上で、これを基礎

に125万人の介護者の存在について指摘 したことがある1361。 A。 ハントの推計から7年後の1982

年における推計結果である。しかし、この計数は、推計作業の当事者である雇用機会均等委員会

も自ら認めるようにごく控え目な推計結果である。雇用機会均等委員会の推計作業から5年後の

87年 には、介護者と高齢要介護者全国評議会 (National Council for Carers and their Elderly

Dependants,NCCED)に従えば130万人、労働党によれ|お25万人の推計作業も相次いで公表さ

れ、これらの結果を好意的に紹介する作業も現れる130。 これらは、翌88年 に公表された全国統計

局の調査結果によって覆される。いずれも程度の差はあれ過小な推計であることが、明らかにさ

れる。

介護者は、全国統計局の調査 (2000年 )に よれば16歳以上人口の実数にして600万人、比率に

すると6人から8人の勘定である (表 1)。 2001年の調査結果によれば586万人である。しかし、

これは、週 1時間に満たない介護者が調査表から除かれていることによる。表中の計数には、介

護を担う児童17万5,000人が加算される (2001年 )。

介護者は、英国介護者協会 (Carers lIK)の 推計に従え|ル037年までに介護を担う児童を除い

ても900万人に増加する1381。 介護は、高齢者と障害者の身体的および精神的な状態の変化に応じ

て一定の期間の後に終了することもあれば、全く新たに開始を迫られることもある。介護を担う

機会は、このことを考慮に入れるならば格段に広がりはるかに多くの人々によって担われる。殆

んどの人々が、人生のいずれかの時期に介護の責任を負うのである。M.ジ ョージ (Mike

George)が英国介護者協会の委託に応えておこなった研究によれば、10人 中7入以上の女性は、

生涯のある時期に介護者としての地位を経験する。同じ経験は、男性の場合にも10人中およそ6

人である09。

年齢と性は、介護者になる可能性を規定する最も重要な要因である。就業の状態も要因の一つ

である。未就業ではなく就業の状態にあることは、介護者化の可能性を一般的に低くする。しか

し、それは、就業の形態と就業者の性および要介護者との同居のいかんに左右される。介護者化

の可能性は、フルタイム就業者に較べると同じ就業者に属するとはいえ週30時間未満の就業者の

場合に高い。この現象は、女性よりも男性に顕著である。介護者化の可能性は、フルタイムの地

位にある女性よりもパートタイムで働く女性について僅かであるとはいえ高い。しかし、この可
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表1 介護者の規模とその推移 (1985-2001年 )

実数 (万人) 比率 (%)

1985笙F

男性 (A)

女性 (B)

計 (C)

０

　

０

　

０

５

　

５

　

０

２

　

３

　

６

12

15

14

1990年

(A)

(B)

(C)

０

　

０

　

０

９

　

９

　

８

２

　

３

　

６

13

17

15

1995生F

(A)

(B)

(C)

2000年

(A)

(B)

(C)

２４０
３３０
ｍ

11

14

13

14

18

16

2001年

(A)

(B)

(C)

６

　

０

　

６

２

３４

５８

(資料)0臣ce of Population Censuses and Sweys,Infonnal carers,a study“口ied out on behalf ofthe DHSS as

part of the 1985 GHS,HMSO,1988,p.6,Office for National Statistics,Informal carers,results of an

independent study carried out on behalf of the Departlnent of Health as part of the 1995 GHS,The

Stationa7 0ffice,1998,p■ 1,National Statistics,Carers 2000,results from the carers module of the GHS

2000,The Stationtt mce,Tso,p.1,p.3 and p.6,National Statistics,Carers,5.2 mШ ion carers in England

and Wales,http://―。statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=347,Scottish Executive,Report of the JRIAF

sub.group on single shared assessment performance measures performance measures for carers'

assessments― consultation paper,http://-7.scodandogovouk/consultations/health/ipiaf-06.asp,mce for

National Statistics,Social trends,No35,2005 edition,PJgrave,2005,p.114よ り作成。

(注)(1)空欄は不明である。

能性 は、 フル タイムで働 く女性 と男性 とを比べ るならば前者 についてはるかに高い。

これ らとは別の要因 として婚姻状態 をあげることがで きる。介護者化の可能性 は、事実婚 を含

む既婚者 について高い。 もとよ りこれは、事実婚 を含 む既婚の状態 にはない独身者の介護者化 を

い ささか も否定 しない。

社会職業階層の影響 も無視するわけにいかない。介護者化の可能性 は、非現業職 なかんず く専

門的管理的職業 に較べ ると現業職 について相対的 に高い。人種や民族 による相違 も指摘 される。
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介護者化の可能性は、バングラデイシュ人において最も高い。これにインド人、パキスタン人、

カリブ海出身の人々が続き、自人の場合は相対的に低い1401。 これは、多世代家族と配偶者の年齢

に関する人種や民族間の相違から生まれる現象である。バングラデイシュ人をはじめパキスタン

人およびインド人は、他の人種や民族に較べるならば二世代以上で家族を形成する割合が、歴史

的にはもとより今日においても高く、しかも、バングラデイシュ人とパキスタン人の女性は、年

齢の相対的に高い配偶者と暮らすことから、介護の必要性も自ずと高くなる傾向にある。

週20時間を超えて要介護者の世話に当たる介護者は、少なくない (表 2)。 実数にして190万人、

このうち週50時間以上の介護者は109万人である (2001年 )。 介護者のおよそ半数は、5年以上の

長きにわたってその地位にある。介護者のいる家族は、これも表に示すように5家族中1家族を

超す。これは、実数にして500万家族である。

要介護者の世話に生活時間の一部を割かなければならないことから、介護者の労働力率は相対

的に低い。働き続ける場合にも介護に費やす時間との調整を迫られることから、フルタイムから

表2 介護者の属性等に関する諸指標 (2000年 )

(資料)National Statistics,C arers 2000,op.cit。 ,p.2,p.17,p.20,p.22 and p.26よ り作成。
(注)(1)表中介護者の週介護時間別構成の計数は、四捨五入のために合計は100に ならない。

実数 (万人) 比率 (%)

1.介護者の週介護時間別構成

週20時間未満

週20時間以上49時以下

週50時間以上

2.週20時間以上の介護者のうち要介護者を

2-3時間1人にしておくことのできない介護者

3.週20時間以上の介護者のうち長期の疾病を患う

介護者

4.週50時間以上の介護者のうち健康への影響

疲れを感じる介護者

憂鬱である介護者

睡眠が中断する介護者

緊張感を感じる介護者

影響のない介護者

5.介護者の介護期間別構成

4年以下

5年以上 9年以下

10年以上14年以下

15年以上

6。 介護者のいる家族 500

72

16

11

51

50

52

34

47

40

28

56

24

11

10

……64-



イギリスの社会保障と介護者

パートタイムヘの自主的な転換を含めて労働時間の個別的な短縮を余儀なくされる。就業形態の

変更は女性に多い。昇進の機会を不本意に逸することも少なくない。これは、女性よりも男性に

多く認められる。これらは、いずれも所得の低下を招き入れる。多くの介護者が、長い休暇の取

得を含む余暇活動の削減を迫られるのも故なしとしない。食費の縮減までもが調査を通して伝え

られること0には、やや驚きを覚えざるを得ない。しかし、これも所得の低下と介護に伴う義務

的な出費によって解決の迫られたやりくりの一つである。介護者自身が、要介護者の世話を担う

結果として長期の疾病を患うことも、前出の表に示すように冷厳な事実である。これは、週50時

間以上にわたつて世話を続ける介護者に顕著である。『介護者のための全国戦略』は、アメリカ

の調査によれば認知症患者の世話に当たる介護者の5人中4人が、自らも慢性疲労やうつ状態を

含む精神疾患を患う状態に置かれている、と紹介する1421。 これは、イギリスの介護者にも無縁と

はいえない。『介護者のための全国戦略』に紹介されていることは、アメリカの深刻な事態をイ

ギリス政府みずから他山の石として公式に認めたことを示す。

ところで、政府の社会的排除ユニット (Social Exclusion Unit,SEU)は 、2001年以降の年次報

告書の中で介護者についてしばしば触れ、これらの人々が、社会的排除の状態にあると指摘する

1431。 同様の言及は、地方自治体の社会的排除に関する政策文書にも見ることができる。これらは、

社会的排除に関する諸指標のうち低所得と罹病率の高さとに着目してのことであるように推測さ

れる。もとより他の諸指標、すなわち失業と差別、低い技能水準、家族の崩壊あるいは高い犯罪

発生率と介護との関係は、いささかも説明されていない。この不明瞭さに注目するならば、社会

的排除の表現が明確に定義されたそれではなく、一種の標語に過ぎないとしばしば繰り返される

批判0を好意的に受け入れることができる。同時に、介護者の所得と健康状態は、政府の社会的

排除ユニットがその職責に照らして保健省とは別個に政策上の関心を払うように、特別の問題を

抱える。このことは、記憶されるに値する事柄のひとつである。

介護者化の可能性は、既に述べたように著しく高い。それは、ごく一部の人々の問題に止まら

ない。介護を担うことに伴う身体的かつ精神的な負荷はもとより、経済的な負担も重い。それゆ

えに改めてベヴァリジの言葉を借りるならば、介護者のニーズを「その他のニーズ」として分類

する理由はない。「社会保障に対する根本的なニーズ」の一つに数えられるに値する。

介護者とそのニーズを要介護者のニーズとあわせて重視する見地には、あるいは強い批判が寄

せられることも予想される。日本の介護保険制度とその効果を積極的に評価する立場からの間接

的な批判である。

介護保険は、厚生労働省によれば「介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化

などが進んでいることから、家族による介護では十分な対応が困難となってきてい 。・・」1451る

ことなどを考慮して制度化される。家族による介護を社会保険制度によつて社会化するならば、
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サービスを受ける要介護高齢者とその「家族の精神的、肉体的な負担が軽減される」ことはもと

より、高齢者とその「家族が社会生活に参加する機会が増えリフレッシュできる」1461メ リットが

期待される。

サービスの給付をおこなう市町村は、第 1号被保険者の保険料を財源に介護研修や介護をして

いる家族のリフレッシュを目的にする交流会も手がけることができる。しかし、これは、「地域

の独自のニーズに応じ」140る 場合に限られる。介護研修などの介護者を直接の対象にするサービ

スは、一般的なニーズとして介護保険制度に認知されるわけではない。それは、あくまでも特定

の地域に固有のニーズに止まる。この種のサービスの実施状況を丁寧に調べると、少なくない自

治体において実施される。してみると「地域の独自のニーズに応じ」た事業とは、言いがたい。

しかし、法制度の上では、地域に固有のニーズヘの対応であって一般的なニーズとしての理解に

欠ける。また、家族介護慰労金あるいは家族介護者慰労金は、要介護高齢者が過去 1年間に介護

保険のサービスを受けない場合に限られる。介護者に対する年額10万円の給付は、要介護 4も し

くは5と 認定された高齢者へのサービス給付の断念を必須の交換条件にするのである。介護者は、

こうしてサービスはもとより所得保障の対象でもない。介護保障は、古橋エツ子氏も指摘される

ようにあくまで要介護高齢者を対象にする。

介護者は、介護保険制度によるサービスの社会化の結果としてその負担を軽減することができ

たと積極的に評価する声は、少なくない。樋口恵子氏は、『日本経済新聞』の取材に応えて介護

保険制度の施行後に行われた「多くのアンケート調査」の結果に照らして「介護者の負担が減つ

た」1481と 評価される。樋口氏が理事長を務める高齢社会を良くする女性の会も「介護保険は概ね

期待された効果を上げ」「家族に集中していた介護が軽減され」1491た と述べて、樋口氏による評

価を追認する。

これらの議論から共通する特徴を読み取ることができる。すなわち、介護保険制度の施行に前

後する負担の推移に焦点を絞って評価を下すことである。その上で、負担の減少ないし軽減につ

いて確認をする。それゆえ、介護保険の制度化に当たって提出された論点、たとえば「家族が社

会生活に参加する機会が増えリフレッシュできる」かどうかの検証をおこなう姿勢は、そこにな

い。これは、以下のように言い換えてもよい。樋口氏他は、負担の絶対的な水準に関心を寄せる

ことはない。仮に負担が軽減されたとしても、介護者が依然として背負う負担の重さやその継続

性に着目するならば、異なる評価も考えられる。

樋口氏他と同じように負担の時系列変化を追跡しながら、全く異なる結論を導く議論もある。

たとえば市場調査の専門調査機関である中央調査社は、主な介護者の身体的な愁訴数をはじめ介

護による精神的な消耗、介護による社会生活の支障といった3つの側面から介護者の負担度の変

化について計測する。この結果、身体的な愁訴数と社会生活上の負担に目立った変化は見られな
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い。介護者の情緒的な消耗は、介護保険制度の施行された後の2002年度の方が施行前の1996年 と

98年 よりも有意に悪化するlpl。 中央経済社は、この結果について以下のような論評を加える。す

なわち、在宅介護の主力が依然として家族に担われていることから、介護者の身体的 0精神的お

よび社会的な負担は軽減するまでに至っておらず、介護保険制度の導入を画期に始まった介護者

の相談に対する支援態勢の弱まりが、介護者の精神的な負担の増加に影響している可能性も考え

られる。これと類似の結論は、近藤克典氏の調査研究からも学び取ることができる1511。

さらに、第61回 日本公衆衛生学会 (2002年)におけるいくつかの報告は、家族による負担の高

い水準に注目し、介護者が休息を取ることのできる制度の設立に向けた提案をおこなう1521。 広部

すみえ氏は、福井県内の家族介護者124人の87%が疲れを覚えており、疲れの原因として44%が

介護を挙げたとされる。疲労感のうち「ひと晩寝ても取れない」は57%と 家族介護者の半数を超

えたとも指摘される。広部氏は「介護保険でサービスは多様になったが、サービス業者は効率を

上げるために提供時間を厳密にし、介護者への精神的支援や健康相談が従来より減ったとの声が

家族から聞かれた」と指摘して、先の中央経済社と全く同じように介護保険の制度化に伴う変化

に着目した評価を下される。また、渡辺訓子氏は、静岡県内4市町で要介護度 1から5の高齢者

と暮らす主介護者948人 を対象にアンケート調査をおこなったところ、ストレスが「うつ状態」

領域に入る介護者が回答者の58%に達しており、「介護者の負担を軽くするには、生活習慣をサ

ポートする仕組みが必要」であると報告される。さらに、鷲尾昌一氏は、福岡県遠賀郡内の介護

者と高齢者47組を調べたところ、介護負担の重い群は軽い群に比べてシヨートステイ・サービス

を利用する人が多かったにもかかわらず、介護者の外出時間は少ない現状に注目して、「本当に

必要なときに使え、もっと自由時間を取れるサービスを」と提案される。

これらの学会報告は、ケース数が少なく地域的にも偏りを持つと批判されるかもしれない。予

想される批判に応えるために厚生労働省『国民生活基礎調査』に聞いてみよう。要介護者と同居

する介護者のうち悩みやストレスを抱えると回答した者は、介護保険制度の施行前後で有意な改

善を示すとはいえない (表 3)。 悩みやストレスを訴える介護者は、3人中2人を記録する。自

覚症状のある介護者も表に示すようにおよそ2人に1人である。厚生労働省『国民生活基礎調査』

は、先の学会報告の結論を覆すどころか、むしろそれらと内容の上で重なり合う現状について伝

える。

時系列の変化を拠り所に政策効果を判定する手法は、樋口氏他が着目されるようにそれ自体有

効であつて、調査研究の多様な分野にまたがって採用される。これとは別に、ある時点の絶対的

な水準に関心を寄せて事柄の是非を判定する方法も、よく知られるように効果的である。厚生労

働省『国民生活基礎調査』の信頼に足る結果をこれらの2つの手法に沿つて検討するならば、樋

口氏他とは全く異なる結論にたどり着く。
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表3 日本における要介護者と同居の主な介護者の悩みやストレスなどの状況

比率 (%)

悩みやストレスのある介護者

1995年

1998年

2001年

2004年

自覚症状のある介護者

2001年

2004年

健康が「あまりよくない」「よ

2001年

2004年

くない」と意識する介護者

65.1

72.3

67.6

64。4

46。3

45。9

19.6

20。 3

(資料)厚生省『国民生活基礎調査』平成 7年版、第2巻、148-149頁、平成10年版、第2巻、164-
165頁 、厚生労働省『国民生活基礎調査』平成13年版、第2巻、306頁、309頁、312-313頁 、平

成16年版、第2巻、762-763頁、765頁、768頁 より作成。

(注)(1)表中2と 3の調査結果は2001年以降についてのもので、これ以前の1995年 と1998年の調査票

にはない。このために95年 と98年の結果を示すことはできない。

やや理論的に考えてみよう。介護者のニーズに応えてサービスを含む各種の支援をおこなうな

らば、また、介護者のニーズも考慮して要介護者への支援に工夫を加えつつサービスを拡充する

ならば、それは、介護者が自らの生活に負う介護の影響とうまく向き合うに止まらず、要介護者

への対応にも優れて自発的でやりがいを伴う援助になるであろう。要介護者の「生活の質」を引

き上げる結果もおのずから期待される。

樋口氏他の議論は、このように考えてくると介護者への支援とその根拠を問接的に批判する程

の内容を伴うとは考えにくい。各地でおこなわれた個別の調査はもとより全国規模の調査結果は、

むしろ介護者への支援の必要性を示すといつてよい。

3.介護者への支援の諸方法

介護者とそのニーズを政策の次元において承認することに対して、イギリスにも議論のなかっ

たわけではない。公的な承認に異議を唱える議論のひとつは、障害者の諸権利を重視する立場か

らのそれである。特に自らも障害者である女性研究者からの批判である。 J.ツ ィグ (Julia

Twigg)の 編集になる著書がこの種の議論を俎上に載せて批判的な検討を加えており、氏がイギ

リスの介護者研究における重鎮のひとりであることlBlと 併せて考えるならば、障害者の自立を重

視する立場からの議論は、研究者の間に一定の影響を与えたと考えてよさそうである。
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障害者の自立を重視する運動はアメリカにおいて生まれ、アングロサクソン諸国に徐々にその

影響を広めていくことになる。この運動による批判のそもそもの出発点は、ハンディキャップに

関する社会的な解釈にある。すなわち、ハンディキャップは、身体的な損傷の産物ではないので

あつて、無能力な状態を余儀なくさせる社会的な環境の結果に他ならない。ハンディキャップが

社会的に作られるのであって、社会的ならびに経済的な変化は、身体的な損傷を負う個人をハン

デイキヤップの状態から救いあげることができる。そのような変化、とりわけ障害者自身による

管理を認める対人サービスを整備するならば、対人サービスの必要性、すなわち介護者の必要性

は解消される。介護は、ハンディキャップに関するこのような考え方からすると社会的に構成さ

れた産物である。介護者とそのニーズを積極的に語る論調への批判も、おのずと生まれる。介護

者への支援を強調することによって依存状態を是認するわけにいかないのであって、障害者の自

立を担保するに相応しい援助こそ求められる。介護者のニーズの強調は、こうした考えに従えば

寄せられてしかるべき当事者への関心を散逸させ、障害者への援助という真に解決の迫られる問

題に投じられてしかるべき財源を拡散させる0。

『介護者のための全国戦略』が公表されると、これに対する批判としても展開される。たとえ

ばL.ロ イド (L.Lloyd)に よればこの『全国戦略』は「介護を受ける人に展望を開く戦略であ

るようにはみえない 000。 それは介護者の利害を要介護者の利害の上に押し当てる危険さえも

内包する」0。

自主性と自立は、障害者と高齢者が人間として抱くに相応しい期待である。人間であることを

間違いなく示す願望のひとつである。しかし、これらのニーズが障害者や高齢者の内部において

自足的に充足されるわけではない。それらは、介護者とケアワーカーなどとの諸関係においての

み見通すことができる。障害者自身による管理とその是認は、自立を尊重するひとつとして重要

であるにもかかわらず、かかる文字通り自主的な管理が可能な障害者やとりわけ高齢者の規模は、

限られる。

介護者と要介護者とがダイヤード (dyard)、 すなわち2人の関係もしくは介護の二重の焦点

(dual focus of caring)と して言及されるのも、故なしとしない。介護者と要介護者のいずれか

一方を直接の対象にするサービスでさえも、それは、双方に影響を与える。要介護者がその状態

に相応しい内容と方法のサービスを受けて生活状態を改善し、これに満足の意を示すならば、そ

れは、介護者の歓びともなり要介護者の世話に当たる意欲をも刺激する。他方、介護者が介護技

術の講習に参加をして生活援助のスキルを引き上げるならば、それは、介護者の負担を軽減する

に止まらず、要介護者が以前にも増して心安らかに世話を受け入れる状態をも作り出す。また、

介護者が休暇の機会を享受するならば、自らの健康状態を懸念することなく優れて自発的な意思

に沿つて介護を担い続けることができる。これは、サービスを受ける要介護者の安寧と喜びの拠
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り所でもある。「介護者への援助は、介護を要する人々を支援するための最良な方法のひとつで

ある」lulと 『介護者のための全国戦略』に述べられる内容も、このように考えると容易に理解す

ることができる。

もとより両者の関係は、いかなる場合にも同一の利害に彩られるわけではない。2人の関心や

意見が異なる場合も人間社会における生業の一種として否定し得ない。たとえば介護者への休息

機会の担保である。これが介護者に緊急に必要になったとしても、要介護者としてこれを俄かに

は認めがたく、彼女や彼にとっては一種の重荷になることもありうる。だからこそ『介護者のた

めの全国戦略』は、「介護関係の両当事者がともに尊重される手法を開発しなければならないの

であって、一方のニーズを他方のそれに従属させてはならない」150と 注意を喚起して、両当事者

の尊重を担保するに相応しい態勢と手続きの整備について提起する。

介護者への支援は、雇用機会均等委員会が1982年 に体系的な整理をおこなったように3つの分

野にまたがる。まず、介護者に対する直接的もしくは間接的なサービスの給付である。次いで仕

事を持ちながら介護を担う人々の就業条件の改善である。これには、パートタイムの自発的な選

択を含む柔軟な働き方と介護休暇制度、再就業を希望する介護経験者への職業訓練機会と職業紹

介の保障などから構成される。最後に、介護者への所得保障である。この領域には、介護者手当

の改善とならんで介護に携わる人々の年金権の保障が問題になる。

これらの3つの分野のうちどれを重視するかは、論者によつて異なる。たとえば『介護者のた

めの全国戦略』は、柔軟な働き方を最初に位置付けた上で所得保障を論じ、最後にサービス給付

について述べる。労働力率の上昇を重視するブレア政権ならではの考え方である。雇用機会均等

委員会の既に紹介した整理とは異なる。

以下においては、介護者に対する直接的もしくは間接的なサービスの給付に絞って、支援の方

法を検討したい。

まず、介護者自身を対象にするサービスである。介護者支援グループは、この最もわかりやすい

事例である。グループは、その目的と機能において多様である。グループは、話し合いとリラッ

クスの場所を提供することから休養の機会を提供することができる。介護という同じ体験を共有

することで日々の東縛から介護者を解き放つ機能を担う。ソーシャルワーカーなどの専門家と介

護者とが接触する機会を提供することもある。情報を提供し訓練の機会を用意することも、各地

のよく知られた経験である。グループは、地方もしくは全国レベルの圧力団体としてその関心を

集中することもある。介護者支援グループは、これらの機能のいくつかを併せ持ちながら運営さ

れる。グループは、自助グループの形態のもとに運営されることもあれば、介護者センターもし

くは介護者支援センター (Carers'Centre)を 設立して一段と多様なサービスを体系的に提供す

ることもある。規模と財政基盤は、おのずと後者において大きく広い。支援センターの良く知ら
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れる事例は、介護者のためのプリンセス・ロイヤル トラス ト (The Princess Royal Trust for

Carers、 1991年 10月 設立)であり、イングランドはもとよリウエールズとスコットランドおよび

北アイルランドの各都市に設けられ運営される介護者のためのセンターである (143ケ 所、2006

年 8月 )。

情報の提供をはじめ助言とカウンセリングも介護者を直接の対象にする。これは、介護者によ

る援助システムのより広い利用を目的のひとつにおこなわれる。専門的な能力を持つ人々からカ

ウンセリングを受けるならば、介護に伴う心理的な重圧にうまく向き合う術を学び取ることも期

待される。介護者支援グループは、先に述べたように情報の伝達を機能のひとつにする。情報の

提供は、介護を同じように担う人々の知識や経験から恩典を得た個々の介護者の間でしばしば日

常的におこなわれる。これは、要介護者の直面する問題の性格を知り地域において受けることの

可能なサービスについて学び取る上において、主要な情報源のひとつである。自治体は、地域に

おける一連のサービスと支援グループについてわかりやすく解説した『介護者便覧』を作成して、

これを無料で配布するなど、介護者により体系的に情報を届ける事業をおこなう。名称は『介護

者のための情報』や『介護者情報集』など区々である。その後20世紀末葉以降になると、全ての

自治体がホームページを通して介護者に有用な情報を住民サービスのひとつとして幅広く提供す

る。F介護者便覧』もここからダウンロードすることができる。政府がケアラー・ウエブサイト

(carers'web―sit)と 名を付したホームページを開設するのは、2000年 2月 である。

『介護者便覧』は、要介護者と介護者を対象にするサービスや所得保障に関する実用的な案内

である。たとえばマンチェスター (Manchester)の 北西に位置するボルトン市 (Bolton)に お

いて発行される冊子『あなたは誰かの世話をしていますか―ボルトン介護者便覧一』(2006-

2007年版、A4版、1-87頁)lulは、以下の目次に沿って編集される。(1)あ なたは介護者ですか、

(2)ど こに援助を求めますか、(3)ア セスメント、に)介護援助の器材、(5)介護者手当などの諸給付、

(6)法律上の相談と助言、(7)休息を取る、(8)誰かと話す機会を持つ、(9)交通手段と移動、l101住宅と

住まいの安全、llllあ なた自身の健康に注意をする、l121■事と介護を両立する、l131自 分の意見を聞

いてもらう、l141緊急時の対応、l151自 宅における介護とは別の方法、l161介護が終了した後に。

この冊子は、日次からうかがい知ることができるように介護を担う人々が介護者として自らの

位置を認識することへの援助から始まり、介護が終了して一抹の満足感と社会生活への復帰を果

たすまでを視野に納めて、それぞれの異なる場面において介護者が直面するであろう諸問題への

効果的で簡便な対応を平易な言葉で解説する。介護者は、この冊子を利用することでサービスや

所得保障の存在について知り、それらの利用に歩みを進めることになる。

キングス・ファンドは、介護者への支援を目的にする一連の冊子を発行して注目される。これ

らの冊子には、『ケアリンク』(Carelink)と 題する季刊誌の他に『休暇を取得する』 (1987年 )
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や『自宅で世話をする』 (88年 )な どが含まれる1591。 キングス・ファンドは、介護者の介護技術

訓練用のビデオテープも製作 して利用に供する。

民間非営利団体は、キングス・ファンドのこうした事例に示されるように情報の提供や助言の

分野においていかにも積極的な役割を担う。比較的初期の優れた別の事例としては、アルツハイ

マー疾患協会 (Alzheimer's Disease Socie飢 ADS)に よる冊子『認知症患者の世話をする一家族

と介護者のための手引き一』(1984年 )を あげることができる00。 英国介護者協会や介護者のた

めのプリンセス・ロイヤルトラストなどによる電話相談あるいはインターネットによる情報の提

供も、その一例である。

介護を担う児童とその家族を対象にする事業は、これも民間非営利団体が保健省や自治体の財

政的な支援を受けて265ケ 所において展開される (2006年 8月 )。

家事援助や身体介護の提供は、これまで述べてきた介護者を直接の対象にするサービスとはそ

の性格を異にするものの、介護者支援の一方法であることに違いはない。介護者に提供されるサー

ビスと要介護者を対象にするそれとを区別することは、家事援助や身体介護の提供に即して言え

ば難しい。要介護者への援助は、そのことを通して介護者の状態に何らかの影響を与える。介護

者の担つてきた日常生活上の援助の一部もしくは全部が、有償のサービスにとって代わられるな

らば、それが直接には要介護者に給付されるとはいえ、介護者の介護に費やす時間は自ずと短く

なり負担も軽減される。日本において「介護の社会化」として論じられてきた事柄である。

しかし、両者の峻別と評して良いほどの区別が自治体によって長らくおこなわれてきたことも、

否定するわけにいかない事実である。すなわち、特定のサービスは、介護者が居ない場合に限つ

て提供されてきたのである。この最もよく知られた歴史的にも古くからの事例は、ホームヘル

プ・サービスである。介護者の存在いかんによってサービスの給付を決めるやり方は、地域看護

師 (District Nurse)の担うサービス、とりわけ入浴サービスやディヶァなどの利用にも広く認

められる。S.ベ ッカーが既に紹介したように「家族への支援は、介護者の存在を理由に差し控

えられてはならない」と述べたわけも、そうした現実の中で解決を迫られたからである。ちなみ

にS。 ベッカーによるこの定式化は、『介護者のための全国戦略』の公表された年に同じ1999年

である。家事援助サービスが第2次大戦以降に発展してきたことを改めて思い起こすならば、介

護者の居ない場合に限定するサービスの給付は、半世紀以上の歴史を重ねたことになる。

子どもと同居する高齢者は、ホームヘルプ 0サービスの給付要件を満たさないとしてこれを排

除するやり方は、自治体によっては政策文書にそれとして明示され、あるいは、明文化されてい

ないけれどもサービスを給付する現場の長年にわたる慣行のひとつとして定着し、行政機関の内

部においてそれとして是認されてきた。この限りにおいて家事援助サービスは、要介護者に影響

を及ぼすことはあっても介護者にいささかの関わりも持たない。なんとなればサービスを受ける
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要介護者は、介護者の居ないことを必須の要件にするからである。しかし、その後、介護者への

支援を家事援助サービスの目的のひとつに認める自治体もゆっくりとではあれ現れる。たとえば

マンチェスターの東部に隣接するタームサイド市 (Tameside)で は長年の慣行を廃上し、これ

によつて介護者の居る要介護者への家事援助サービスを80年代後半に認める1611。 これは、他の自

治体と同じように介護者支援計画の策定過程における反省を契機にする。家事援助サービスは、

こうして要介護者に直接に給付されるとはいえ、そのことを通して介護者にも積極的な影響を及

ぼすのである。

要介護者のニーズを周到に考慮する住宅の改造や公共交通手段の整備は、家事援助や介護サー

ビスと同じように要介護者の「生活の質」を引き上げるだけではなく、そのことを通して介護者

の「生活の質」をも肯定的に左右する。

介護から離れる機会を用意して介護者に休息や休暇の取得を保障することは、支援の欠かすわ

けにいかない方法のひとつである。イギリスにおいても長い問レスパイトケア (Respite care)

と呼ばれ、『介護者のための全国戦略』によって休日や休暇の取得を介護者に保障するためのサー

ビスとして提起された援助の方法である。介護者に体日や休暇を担保するための形態は、多様で

ある。要介護者の介護施設へのショートスティをはじめディセンターヘの通所、介護者の夜間に

おける睡眠を可能にする夜間サービス (night sitting service)、 おなじく日曜日に協会に出かけ

たり友人と過ごしたりすることのできる日曜日サービス (Sunday sitting sewice)、 介護者が夕

刻の時間帯に映画に出かけたレストランで食事をしたりして過ごすことのできるイヴニング・サー

ビス (evening sitting service)、 買い物などの生活行動の時間を担保するデイタイム・サービス

(day― time sitting service)お よび介護者と要介護者とが一緒に休暇を過ごすためのホリデー・サー

ビス (holidays service)な どが、それである。要介護者に対する日常生活上の援助は、いずれ

の場合にもケアワーカーが介護者に代わつて担うことになる。

休日や休暇の期間は、これを担保する形態の多様さから推察されるようにこれも多岐にわたる。

短い場合には半日や 1日 、長くなると1週間もしくは2週間である。休日や休暇の取得が定期的

に繰り返されることもあれば、急な状況の変化に対応して一時的におこなわれる場合もある。介

護者は、取得期間の長さや頻度のいかんに関わりなく『介護者のための全国戦略』も認めるよう

に「自分自身の生活を設計する自由」1621を 取得することになる。これは、介護者の健康状態を維

持することにも通じ、優れて自発的な意思のもとに介護を担い続ける条件の形成にも効果を発揮

する。これは、介護者へのサービスとして用意されながら、介護関係のいま一方の当事者として

の要介護者にも積極的な影響をもたらす方法である。

最後に、要介護者に給付される水準の高いサービスも広い意味では介護者に対する支援のひと

つである。なんとなれば高い水準の専門的な援助は、要介護者の健康状態を改善し自立を促すこ

-73-



経済研究11巻 4号

とができる。そうすることを通して介護者の抱き続けてきた精神的な不安や悩みを和らげてくれ

る。自立の程度に応じて介護者に求められる生活援助の頻度は少なく、その時間も短くなる。こ

れらが相まって介護者の負担は軽減される。これらのサービスには、リハビリテーシヨンはもと

より急性期の治療が含まれる。ちなみに『介護者のための全国戦略』は、この種のサービスを介

護者に対する支援の方法として位置付けていない。介護者に対する支援の一環としての理解は、

J.ツ イグやD。 ワンレス (Derek Wanless)お よびL.ピ カール (Linda Pickard)に よつて示

される1631。 ここでは、既に述べてきた理由に即してJ.ツ イグなどの指摘を肯定的に受け止めて

いる。

おわりに

筆者は、介護者について久しぶりに考える機会を得た。論じなければならない内容はいまだ多

い。本稿は、あくまでもその初発である。
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